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播磨町地域行政情報誌協働発行業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１.目 的 

この要領は、播磨町地域行政情報誌協働発行業務委託について、最も適した提案を行った業

者を選定するため、公募型プロポーザル方式による受注事業者選定（以下「プロポーザル」とい

う。）に関して、必要な手続きを定めるものとする。 

 

 

２.業務概要  

（１）業務名       播磨町地域行政情報誌協働発行業務 

（２）業務内容     「播磨町地域行政情報誌協働発行業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間     協定締結の翌日から令和８年６月３０日まで 

（4）発行時期     令和８年６月 

（５）作成予定部数 １６，５００部 

 

 

３.プロポーザルに係る日程 

 

項      目 年   月   日 

ホームページ公告 令和 7 年１０月２３日（木） 

質疑受付期間 
令和 7 年 10 月 2３日（木）～10 月２７日（月）

平日９時から 17 時まで 

質疑書に対する回答 令和 7 年１０月３０日（木）予定 

提案参加申込書及び企画提案書等提出期間 
令和 7 年 10 月３１日（金）～11 月 7 日（金）

平日９時から 17 時まで（必着） 

選定委員会（書面） 令和 7 年 11 月上旬予定 

選定結果通知 令和 7 年 11 月１４日（金）予定 

協定書の締結 令和 7 年 11 月下旬 



2 
 

４.参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とし、本町がその資

格を認めたものとする。 

（１）令和7年度播磨町入札参加資格者名簿の登録者であること。 

（２）参加申込及び参加資格審査に関する書類提出時点において、播磨町指名停止基準 

（平成21年告示第7号）による指名停止処分を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て、又は民 

事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われ 

た者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

（以下「暴力団」という。）、同条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい 

う。）の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者ではないこ 

と。 

（６）公租公課を滞納していないこと。 

（７）公序良俗に反する利用を行う者でないこと。 

（８）個人情報に関する扱いを適正に対応するため、受託業者はプライバシーマークの認証 

を取得し、更新歴を有していること。 

 

 

５．質疑について 

（１）公表資料に記載された内容に関する質疑については、次のとおり受け付ける。これ以外

による質問の提出は無効とする。 

【提出方法】 

質疑書（様式第４号）に必要事項を記入の上、電子メールにファイルを添付して、下記

提出先に提出すること。 

なお、メールの件名については播磨町地域行政情報誌協働発行事業者募集に関する

質問」とすること。 

また、メール送信後は電話にて受信確認を行うこと。 

【提出先】 

播磨町 企画総務部 企画課 秘書広報係（担当：大崎、藤川） 

E-mail  kikaku@town.harima.lg.jp 

（２）質疑受付期間：令和 7 年１０月２３日（木）～１０月 27 日（月）17 時まで 

（３）回答方法：令和 7 年１0 月 30 日（木）播磨町公式ホームページに掲載（質問を行った

者の企業名は公表しないものとする。） 
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６．企画提案書の作成要領 

（１）提出する書類の規格について、正本は書面でＡ４判縦長（Ａ３判は横折込）サイズとし、 

下記の【提出書類】①から⑤の順で編纂したものを１つのファイルにまとめ提出するこ 

と。副本は PDF 形式の電子データとし、メールで提出すること。 

（２）企画提案書は、１者１案とし、ＰＲしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨 

を明確に示し、まとめること。 （提示を求められていない資料を添付するなど過大とな 

らないように留意すること。） 

【提出書類】 

① 提案参加申込書（様式第１号） 

② 会社概要（様式第 2 号） 

③ 誓約書（様式第３号）  

④ 官民連携による類似業務の実績を証明する協定書等の写しと成果品（各１部） 

⑤   本業務の企画提案書（様式任意） 

 

 

７．企画提案書の提出期限等  

（１）提出期限 令和 7 年 1１月７日（金）１７時まで 

（２）提出物   正本の書面１部及び副本の電子データ一式 

（３）提出方法 

正本の書面１部は持参（土日祝及び時間外は受け付けない。）又は郵送（提出期限ま

でに必着）によるものとし、副本の電子データ一式についてはメールで提出すること。 

  （４）提出場所 播磨町 企画総務部 企画課 秘書広報係（担当：大崎・藤川） 

               〒６７５－０１８２ 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 

 

 

８．企画提案の選定予定日等  

（１）選考：提出書類（企画提案書等）の内容により選考する。  

（２）日 時：令和 7 年 11 月上旬予定  

 

 

９．選考審査の方法及び審査項目  

播磨町職員による審査委員会を設置し、審査委員それぞれが下記により採点し、集計したも

のを得点とする。  

同点の事業者が２以上ある場合は、審査項目番号２の評価点の高い事業者を優先交渉権

者とする。それでも決まらない場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定する。 

なお、審査委員会委員全員の評価点を合計したものが満点の６割に満たない場合は失格と
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する。 

また、プロポーザル参加者が１者の場合であっても、総合得点が６割以上と評価される場合

については、本プロポーザルは成立するものとする。 

 

【審査項目とその割合及び区分】 

審査項目 評価の割合 

１．業務の実績 20／80 

2．企画提案書に対する評価 60／80 

 

 

1０．審査結果の通知  

（１）令和 7 年 11 月１４日（金）までにメールにより通知する。 

（２）審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

 

１１．その他 

（１）企画提案書等の必要経費等は参加者の負担とする。 

（２）提案のあった企画提案書等については、審査結果にかかわらず返却しない。 

 

 

１２．提出先・問い合わせ先 

  播磨町 企画総務部 企画課 秘書広報係（担当：大崎、藤川） 

〒６７５－０１８２ 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 

ＴＥＬ：079-435-0356 

ＦＡＸ：079-435-0609 

E-mail：kikaku@town.harima.lg.jp 


